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個人情報ファイル簿（単票）        【消防本部 総務課】 

個人情報ファイルの名称 
非常勤消防団員等公務災害補償制度 

退職報償金請求システム 

行政機関等の名称 北秋田市消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防本部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
消防団員等が公務により災害を受けた場合、その災害によって

生じた損害を補償するために利用する。 

記録項目 

１ 氏名、性別、生年月日 

２ 住所、電話番号 

３ 勤務先名及び電話番号 

４ 振込先金融機関情報 

記録範囲 新規入団届出に係る個人情報 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）北秋田市消防本部総務課 

（所在地）〒018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字北中家下 85 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年２月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【消防本部 警防課】 

個人情報ファイルの名称 被害調査表 

行政機関等の名称 北秋田市消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防本部警防課 

個人情報ファイルの利用目的 
災害（地震、風水害、雪害等）により生じた被害の概要、状況

等をまとめ、被害報告のために利用する。 

記録項目 

１ 発生日時 

２ 発生場所 ※住所 

３ 名称・用途 ※（例）木造一部２階建 住家 

４ 職・氏名・生年月日 

５ 電話番号 

６ 物件との関係 ※（例）所有 

７ 被害概要・状況 

記録範囲 被害関係者の個人情報 

記録情報の収集方法 災害に係る情報収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）北秋田市消防本部警防課 

（所在地）〒018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字北中家下 85 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年２月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【消防本部 警防課】 

個人情報ファイルの名称 救助出場報告書 

行政機関等の名称 北秋田市消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防本部警防課 

個人情報ファイルの利用目的 救助出場報告による活動記録及び統計処理のために利用する。 

記録項目 

１ 事故発生日時 

２ 事故種別 ※（例）火災、交通、水難など 

３ 発生場所 ※住所 

４ 事故概要・状況 

５ 要救助者情報（住所、氏名、生年月日、年齢、性別、職） 

記録範囲 事故発生に係る個人情報 

記録情報の収集方法 救助活動に係る情報収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）北秋田市消防本部警防課 

（所在地）〒018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字北中家下 85 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年２月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【消防本部 予防課】 

個人情報ファイルの名称 防火対象物台帳 

行政機関等の名称 北秋田市消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防本部予防課 

個人情報ファイルの利用目的 
防火対象物の管理であり、立入検査及び建築物の増改築等に係

る消防同意等のために利用する。 

記録項目 

１ 名称及び所在地 

２ 代表者の法人名、役職、氏名及び電話番号 

３ 所有者（管理者）の住所、事業所名、役職及び氏名 

４ 緊急連絡先氏名及び電話番号 

５ 防火管理者の修了証番号、氏名及び電話番号 

６ 防火対象物の立入検査結果 

記録範囲 防火対象物に係る関係者 

記録情報の収集方法 届出書、申請書及び消防機関による立入検査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）北秋田市消防本部予防課 

（所在地）〒018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字北中家下 85 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年２月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【消防本部 予防課】 

個人情報ファイルの名称 確認申請台帳 

行政機関等の名称 北秋田市消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防本部予防課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築物が建築基準法、消防法に適合しているか審査するために

利用する。 

記録項目 

１ 申請者氏名、設計者氏名 

２ 建築主氏名、事務所名、所在地、電話番号 

３ 代理者氏名、事務所名、所在地、電話番号 

４ 設計者氏名、事務所名、所在地、電話番号 

３ 工事管理・施工者氏名、事務所名、所在地、電話番号 

記録範囲 建築物設計・工事に係る関係者 

記録情報の収集方法 確認申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）北秋田市消防本部予防課 

（所在地）〒018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字北中家下 85 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年２月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【消防署 救急係】 

個人情報ファイルの名称 救急活動記録票 

行政機関等の名称 北秋田市消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防署 救急係 

個人情報ファイルの利用目的 救急出場報告による活動記録及び統計処理のために利用する。 

記録項目 

１ 傷病者住所、氏名、職業、生年月日、性別、電話番号 

２ 傷病者の健康状態、病歴、障害程度 

３ 活動内容で必要な情報等 

４ 救急車同乗者氏名、傷病者との関係性 

４ 通報者氏名、電話番号 

記録範囲 救急出場に係る傷病者、関係者 

記録情報の収集方法 傷病者、関係者からの情報収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）北秋田市消防本部警防課 

（所在地）〒018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字北中家下 85 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年２月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【消防署 救急係】 

個人情報ファイルの名称 救命講習修了者名簿 

行政機関等の名称 北秋田市消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防署 救急係 

個人情報ファイルの利用目的 救命講習修了証発行及び受講者数統計業務のために利用する。 

記録項目 

１ 氏名 

２ 生年月日 

３ 住所 

４ 事業所名 

５ 講習受講歴 

記録範囲 救命講習受講者 

記録情報の収集方法 本人、受講者の勤務先 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）北秋田市消防本部警防課 

（所在地）〒018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字北中家下 85 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年２月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【消防署 通信指令係】 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 北秋田市消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
消防署 通信指令係 

個人情報ファイルの利用目的 
災害時における避難行動要支援者の安否確認や避難誘導及び

その支援のために利用する。 

記録項目 

１ 氏名、生年月日、性別 

２ 住所、電話番号 

３ 避難支援者 

４ 要支援者区分 

５ 避難時の留意事項 

記録範囲 
※健康福祉部福祉課より支援活動や緊急対応を実施する機関

として名簿を受領している 

記録情報の収集方法 
※健康福祉部福祉課より支援活動や緊急対応を実施する機関

として名簿を受領している 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）北秋田市消防本部警防課 

（所在地）〒018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字北中家下 85 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
― 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含む 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年２月２０日 


